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基 本 計 画の概 要
序章

第 1 節　基本計画の目的

　基本計画は、基本構想に掲げた将来都市像の実現に向けて、まちづくりの３つの柱に基づき、
分野ごとの基本方針と施策を体系化し、取組内容を示すものです。 

第２節　基本計画の期間

　基本計画の期間は、基本構想と同じく平成 31（2019）年からの８年間とします。

26
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第３節　基本計画の構成

まちづくりの柱

　基本構想において将来都市像を実現するため、主にハード面の整備による「まち」の魅力づくり、主に
ソフト面からの「人」の魅力づくりを行い、これらの魅力を活用、発信するまちの「しくみ」づくりによる３
つの柱として位置付けています。

基本方針

　まちづくりの３つの柱に基づき、12 の基本方針を設定し、それぞれ「主な課題と対策」「まちづくりの
方向性」を定めます。

施策 

　基本方針を実現するための方策として 33 の施策を設定し、まちづくりを「どのように実施するか」を
定めます。

取組項目 

　施策を実施するための具体的な手段として、主な事業等の内容を定めます。 

27



将来都市像

地域資源の活用により魅力と
活力があふれる地域をつくります

市民の命と財産を守る
安心・安全な環境をつくります 

計画的な基盤整備により
快適な暮らしの場をつくります

環境保全意識の向上により
持続可能な地域をつくります

みんなで子育て家庭を支える
地域社会をつくります

学校・保護者・地域の連携により
魅力ある教育環境をつくります

誰もが健やかに暮らすことが
できる体制をつくります

福祉の充実により 
安心して暮らせる地域をつくります

市民参画を促し協働により
地域のつながりをつくります

安定的な行財政運営の
しくみをつくります

多様な魅力をつくり、 
効果的に発信することで 
行ってみたい・住んでみたい・
暮らし続けたい地域をつくります

基本方針

P.30 P.31

P.34

P.37

P.41

P.45

P.48

P.52

P.55

P.59

P.63

P.68

P.70

P.44

P.62

人を育て、
人が輝くまちづくり

2

安心・安全で
活力を生み出すまちづくり

1
■地域資源の有効活用による雇用や
　にぎわい創出
■災害に強いまちづくり
■快適に暮らせる住環境の向上

■子育てしやすい環境づくり
■自ら学び、自ら考える、生きる力の育成
■市民の主体的な健康づくりの支援
■たがいに支え合える地域づくり

■まちの魅力づくりと効果的な発信
■セーフコミュニティ活動の推進
■地域コミュニティの活性化

魅力を発信し、
市民と共に進めるまちづくり

3

まちづくりの柱

人権・共生意識の向上により
誰もが認め合う地域をつくります

１

2

3

４

5

6

7

8

9

10

11

12

み
ん
な
で
つ
く
る
　未
来
へ
つ
な
げ
る
ま
ち
　ま
つ
ば
ら

第 4 節　施策の体系
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良好な住環境づくり

空き家対策の推進

上下水道事業の推進

生活環境の保全

環境負荷の少ない地域づくり

子育て・子育ちの推進

保育サービスの推進

魅力ある学校園づくり

青少年健全育成の推進

多様な生涯学習の推進

健康づくり・介護予防の推進

地域医療の推進

地域福祉の推進

高齢者福祉の推進

障害者福祉の推進

人権尊重の推進

男女共同参画の推進

多文化共生の推進

移住・定住対策の推進

まちの魅力の創造・発信

歴史・文化の保全・活用

スポーツの振興

市民協働の推進

地域コミュニティの活性化

計画的な財政運営の推進

適切な行政運営の推進

産業の活性化

防災・減災の推進

魅力ある都市空間づくり1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

企業誘致と安定的な雇用の創出

消防・救急体制の充実

防犯・交通安全の推進

道路・公共交通の整備

P.39

P.39

P.40

P.42

P.43

P.46

P.47

P.49

P.51

P.51

P.53

P.54

P.56

P.57

P.58

P.60

P.60

P.61

P.64

P.64

P.66

P.67

P.69

P.69

P.71

P.71

P.32

P.35

P.32

P.33

P.35

P.36

P.38

取組項目施策

①ごみの分別化・減量化・資源化の推進　②安定的なごみ処理の推進
③地域ぐるみの生活環境の保全

①地域と連携した子育て見守り体制の充実 　②子育て環境の充実
③妊娠期からの支援の充実 

①地域コミュニティ活動の促進　②セーフコミュニティ活動の促進

①暮らしやすい住環境の充実　②市営住宅の適切な管理
③公園の整備、維持管理と緑化推進 

①空き家等の適正管理及び利活用の促進

①上水道の整備、維持管理　②下水道の整備、維持管理
③効率的・安定的な事業運営 

①地球環境にやさしい暮らし方の普及　②身近な自然環境の保全

①ニーズに応じた保育の充実　②子育てと仕事の両立支援

①特色ある教育の充実 　②地域ぐるみの学校支援 
③幼児教育の充実 　④安心できる教育環境の確保・ＩＳＳの推進 
⑤心の教育の充実

①青少年を守り育てる地域づくり

①生涯学習の充実　②社会教育の充実

①市民主体の健康づくりの推進　②生活習慣病予防の推進
③介護予防の充実　④母子保健の推進

①地域医療体制の充実　②救急医療体制の推進

①介護サービスの充実　②高齢者の生きがいづくり　③認知症施策の促進

①障害者の就労支援の充実　②障害福祉サービスの充実
③障害者の社会参加の促進 

①人権教育・啓発の充実　②人権擁護機能の充実

①男女共同参画意識の向上

①多文化共生の地域づくり　②非核平和社会の実現

①移住・定住支援の充実

①松原ブランドの確立　②観光資源の掘り起こしと有効活用
③まちへの愛着醸成　④魅力の向上と効果的な発信 

①文化財の保全と活用　②文化芸術活動の促進

①生涯スポーツへの支援　②競技スポーツへの支援

①協働のしくみづくり　②協働を担う人材育成

①財政健全化に向けた取組の充実　②財産管理の充実

①行政サービスの質の向上

①中小企業の経営支援 　②商業サービスの充実支援 
③農業振興の支援

①地域防災力の向上　②防災体制の強化
③災害に強い地域づくり

①未利用地を活かした土地利用　②良好な市街地の形成

①企業誘致の推進　②雇用環境の充実

①消防体制の充実　②救急体制の充実

①防犯体制の充実　②交通安全体制の充実

①幹線道路の整備、維持管理　②生活道路の整備、維持管理
③歩行空間の確保　④公共交通の確保

①地域包括ケアシステムの充実　②地域の支え合い、助け合いの促進
③生活困窮者への支援　④ひとり親家庭への支援

29
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地域資源の活用により魅力と活力が
あふれる地域をつくります

・ 全国的に有効求人倍率は改善傾向にありますが、非正規雇用者の割合が上昇しており、様々な働き方
に対応した雇用の確保が必要です。

・ 本市では 20 ～ 30 歳代の転出超過者の数が多いことが、継続的な人口減少の要因となっており、若者
のニーズに即した新たな雇用の創出が必要です。

・ 多様な働き方やニーズに即した雇用の確保・創出を図ることが求められており、企業誘致や起業支援
による受け皿確保や就職希望者と事業者とのマッチング等が必要です。 

・ 土地利用について「商業地を増やし生活利便性を高める」「幹線道路沿道の土地活用」などに力を入れ
るべきという意見が多く、未利用地を活用した土地利用による生活利便性向上が求められています。

（市民アンケートより）
・ 産業活性化について「駅周辺の商店の活性化」「企業や研究機関の誘致」に力を入れるべきという意見

が多く、生活利便性向上と合わせ、多様な雇用の確保が求められています。（市民アンケートより）

主な課題と対策 

基 本 方 針 1

　雇用の創出や交流を生み出し、市内外から訪れる「人が集まる場所」の形成や、商業、工業、及び住宅
地の共存による生活利便性の向上を図り、移住・定住を促進するまちづくりを行います。 

まちづくりの方向性

① 未利用地を活かした土地利用施策１ 魅力ある都市空間づくり 

② 良好な市街地の形成

① 中小企業の経営支援施策２ 産業の活性化 

② 商業サービスの充実支援

③ 農業振興の支援

① 企業誘致の推進施策３ 企業誘致と安定的な雇用の創出 

② 雇用環境の充実

■ 施 策 体 系 図
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基 本 方 針 1

1施 策 魅力ある都 市 空 間づくり

取 組 項目① 未 利用地を活かした土 地 利用

　市街化調整区域やため池、主要幹線道路沿道等の有効活用
に向け、地域との協働のまちづくりを進めます。企業や大規模
集客施設等の土地利用の誘導をはじめ、まちの魅力や活力を高
める計画的な土地利用を図るとともに、市街化区域への編入を
推進します。また、高速道路高架下等についても、有効活用を
図ります。 

取 組 項目②良好な市 街 地の形 成

　開発等においては、身近な自然、農地への配慮を行い、居住・
産業等の機能が整った良好な市街地の形成に努めます。

2 産 業の活 性 化

取 組 項目①中小 企 業の経 営 支 援

　事業資金のあっせんや松原商工会議所の実施する経営支援、
相談等に対する補助等、本市の経済において重要な役割を果た
す中小企業の経営改善・拡大、事業承継等への取組を支援
します。 

取 組 項目② 商 業サービスの充 実 支 援

　市内の商業環境を明らかにした上で、市民の生活ニーズに応
える商業サービスの確保を図るとともに、商店街等と地域住民
が連携して取り組む事業のさらなる活性化を図ります。 

施 策
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施 策

取 組 項目③ 農 業 振 興の支 援

　６次産業化 27 による農産物の付加価値の向上等、都市近郊
型農業の特性を活かした取組や後継者対策等を進めるととも
に、直売所への支援や学校給食への地場産野菜の納入等、地産
地消 28 を推進します。また、環境保全、防災機能等の農地の
持つ多面的な機能の活用を進めます。 

取 組 項目② 雇用環 境の充 実

　求人・求職情報の発信や就労に向けた相談、企業と求職者の
マッチング 29 等、きめ細かな支援を行うとともに、企業に対す
る働きかけにより、市内における働きやすい雇用環境づくりの
支援を行います。 

3 企業誘致と安定的な雇用の創出

取 組 項目① 企 業 誘 致の推 進

　交通基盤等の立地特性を活かし、企業や大規模集客施設の
誘致を進めるため、松原市企業立地促進制度の周知等により、
市内企業の流出を防ぐとともに、産業の活性化と新たな雇用の
創出を図ります。 

27　6 次産業化：1 次産業（農林漁業等）、2 次産業（製造業等）、3 次産業（小売、サービス業等）を組み合わせることで付加価値を高めること。　
　　　　　　　　1+2+3 ＝ 6 または 1 × 2 × 3 ＝ 6 という計算から 6 次産業と呼ばれる。
28　地産地消：地域で作られた農産物等を、その地域内で消費すること。
29　企業と求職者のマッチング：仕事を求める求職者と労働力を求める企業をつなぐこと。あるいは、企業同士をつなぐこと。
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市民の命と財産を守る
安心・安全な環境をつくります

・ 全国各地で自然災害が発生している中、災害による被害を最小限に食い止めるため、防災体制の強化
や地域における自助・共助の取組が重要となっており、市民の防災意識の向上や自主防災組織 30 が
結成されていない町会等に対する結成促進が必要です。

・ 本市では公共施設の耐震化がほぼ完了しており、地震による被害の軽減を図るためには住宅等の耐震
化を促進していくことが必要です。

・「災害に強いまちづくり」「犯罪のないまちへの防犯対策」は重要度が高く、さらなる安心・安全な地域づ
くりに向けた取組が求められています。（市民アンケ ートより） 

主な課題と対策 

基 本 方 針２

30　自主防災組織：地域住民が「自分たちの地域は自分たちで守る」という意識に基づき自主的に結成・活動する防災組織。 

　地域における防災訓練等の参加機会を通じ、市民一人ひとりが自分たちのこととして防災・防犯等に
関心や興味を持ち、安心・安全意識を高めることで自助・共助の取組を推進するとともに、災害に強い
基盤の整備や災害発生時の対応の強化等、地域の安心・安全のための環境づくりを進めます。 

まちづくりの方向性

① 地域防災力の向上施策４ 防災・減災の推進 

② 防災体制の強化

③ 災害に強い地域づくり

施策５ 消防・救急体制の充実 ① 消防体制の充実

② 救急体制の充実

① 防犯体制の充実施策６ 防犯・交通安全の推進 

② 交通安全体制の充実

■ 施 策 体 系 図
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取 組 項目② 防 災 体 制の強 化

　防災無線等の機器の維持管理による災害発生時の情報伝達
手段の確保等、災害に強い環境づくりとともに、適切な避難
情報を発令できる体制整備、円滑な災害応急対応を図るため
の体制整備を推進します。 

取 組 項目③ 災 害に強い地 域づくり

　道路等の基盤整備をはじめ、住宅等の耐震化、不燃化を促進
するとともに、住宅密集地の更新に努め、災害に強い地域をつ
くります。 

4 防 災・減 災の推 進

取 組 項目① 地 域 防 災力の向 上

　学校や事業所での防災訓練のほか、地域防災ネットワークプ
ロジェクト訓練等を通じ、子育て世代をはじめとした市民の防災
意識の高揚を図るとともに、地域における避難行動要支援者 31

の情報共有、活用や自主防災組織の結成、活動支援、各種補助
制度を通じて、自助・共助に向けた取組の充実を図ります。 

5 消 防・救 急 体 制の充 実

取 組 項目① 消 防 体 制の充 実

　消防職員及び消防団員の消火・救助技術の向上、消防水利 32、

車両、機械の計画的な整備はもとより、指令業務の共同運用を
検討し、消防力の強化を図るとともに、火災予防対策の推進と
して、防火対象物への立入検査と是正指導を強化し、消防関係
機関との連携により火災予防の普及啓発を図ります。 

31　避難行動要支援者：高齢者、障害者の防災施策において特に配慮が必要な人（要配慮者）のうち、災害発生時の避難等に特に支援を要する人。
32　消防水利：消火活動を行うために使用する消火栓などの水利施設。

施 策

施 策
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基 本 方 針 2

取 組 項目② 救 急 体 制の充 実

　高度化する救急業務に対応するため、職員の知識・技術の
向上を図るとともに、市内に在住、在勤、在学する人に応急手
当を指導・啓発することで、救急車が到着するまでの間に、適
切な応急手当ができる人材を育成します。 

6 防 犯・交 通 安 全の推 進

取 組 項目① 防 犯 体 制の充 実

　地域や警察との連携により、市民の防犯意識の啓発を図ると
ともに、防犯カメラや防犯灯の設置促進等、地域における防犯
環境づくりの支援を行います。 

取 組 項目② 交 通 安 全 体 制の充 実

　市内の危険箇所への交通安全施設の計画的な整備等、交通
安全の環境づくりとともに、交通安全啓発活動や交通安全教室
等を通じ、交通安全知識や交通マナーの向上を図ります。 

施 策
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計画的な基盤整備により
快適な暮らしの場をつくります

 ・ 本市の既成市街地における生活道路は、狭あい道路が多く、歩行者等の安全な通行の確保や、災害時
や消防・救急活動の円滑化を図るため、拡幅等の改善が必要です。

 ・本市の上下水道や道路施設等のインフラ 33 は老朽化が進んでおり、安心・安全な市民生活を維持する
ためには、計画的な維持管理、耐震化等が必要です。

・ 全国的に高齢化の進展等に伴う管理不十分な空き家等の増加が社会問題となっており、本市でも増加
傾向が見られることから、地域における空き家等の現状把握や所有者への働きかけが必要です。

・「市道の整備」「生活道路の整備」「良好な住環境づくり」「公園、緑地などの整備」は重要度が高く、ニーズに
応じた計画的な整備が求められています。（市民アンケートより）

主な課題と対策 

基 本 方 針３

① 幹線道路の整備、維持管理

① 空き家等の適正管理及び利活用の促進

施策７ 道路・公共交通の整備 

② 生活道路の整備、維持管理

① 上水道の整備、維持管理

③ 歩行空間の確保

② 下水道の整備、維持管理

施策８ 良好な住環境づくり 

④ 公共交通の確保

③ 効率的・安定的な事業運営

① 暮らしやすい住環境の充実

② 市営住宅の適切な管理

施策９ 空き家対策の推進

施策 10 上下水道事業の推進

③ 公園の整備、維持管理と緑化推進

■ 施 策 体 系 図

　市民生活の安心・安全で良好な環境をさらに充実させるため、道路をはじめ、公園や上下水道等の基盤
整備や空き家対策を進めます。 

37

33　インフラ：インフラストラクチャーの略称。電気、ガスなどのエネルギー関連のほか、公共施設、道路、橋など生活基盤全般。 

まちづくりの方向性
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基本方針 3

7 道路・公共交通の整備

取組項目①幹線道路の整備、維持管理

　長期的視点に立ち幹線道路の体系的な整備を進めるととも
に、効果的かつ効率的な道路の維持管理を行います。 

取組項目②生活道路の整備、維持管理

　狭あい道路における拡幅等、安全で快適な生活道路の整備
を進めます。また、計画的な維持管理により、道路の長寿命化
を図ります。 

取組項目③歩行空間の確保

　歩行者の安全性や快適性を高める歩道整備や、駐輪場の
利用促進、放置自転車対策を継続的に進め、歩行空間等の確保
を図ります。

取組項目④公共交通の確保

　市内移動の充実に向けた交通の確保のため、事業者等
との連携により、公共交通網の維持・改善を図るとともに、
市内公共施設循環バスぐるりん号の利便性向上に取り組み、
あわせて、駅のバリアフリー 34 化を促進します。 

34　バリアフリー：日常生活上の物理的、精神的な障害を取り除くこと。段差の解消や多言語表示など。 

施策
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8

9

良好な住 環 境づくり

空き家 対 策の推 進

取 組 項目① 暮らしやすい住 環 境の充 実

取 組 項目①
空き家 等の適 正 管 理 及び利 活用の促 進

　都心への交通利便性を活かした住宅地の誘導や既存の住宅
地における更新等による良好な住環境の確保、ユニバーサル
デザイン 35 の考え方を基本とした円滑な移動の確保、憩いと
交流の場の確保等福祉の視点を踏まえた誰もが暮らしやすい
住環境づくりを行います。 

　管理不十分な空き家等の増加を防ぐため、適切に現状を
把握し、所有者に対して適正な管理、有効活用を促すととも
に、空き家等に関する相談体制の充実を図ります。 

取 組 項目② 市 営 住 宅の適 切な管 理

　市営住宅の計画的な整備や若者をはじめとした入居促進策
の検討、効率的な維持管理・修繕等による長寿命化を図り、誰も
が安心して暮らし続けることができるよう、適切な運営を
行います。 

取組項目③公園の整備、維持管理と緑化推進

　公園の計画的な整備や長寿命化に向けた維持管理を進める
とともに、地域との協働による公園の維持管理やまちの緑化の
充実を図ります。 

35　ユニバーサルデザイン：障害の有無や年齢、性別、国籍等にかかわらず誰もが使いやすいようにデザインされた製品、情報、生活環境のこと。

施 策

施 策
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10 上 下 水 道 事 業の推 進

取 組 項目① 上 水 道の整 備 、維 持 管 理

　安心・安全な水道を目指し、水道施設の適切な維持管理に基
づく効率的な更新を行うとともに、災害に強い強靭な水道施
設の構築を進めます。 

取 組 項目② 下 水 道の整 備 、維 持 管 理

　汚水管の未整備地区の解消を進めるとともに、適切な維持
管理を計画的に行います。また、雨水管や雨水取込施設の
整備、既存水路の有効活用を進め、浸水不安の解消を図ります。 

取 組 項目③ 効 率 的・安 定 的な事 業 運 営

　将来にわたり上下水道サービスを安定的に提供していくた
め、中長期的な視点に立った経営戦略を策定し、効率的な事業
運営により収益の確保や費用の削減をはじめとする、財政
基盤の強化と経営マネジメントの向上を図ります。 

基 本 方 針 3

施 策
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環境保全意識の向上により
持続可能な地域をつくります

・温室効果ガス 36 の排出削減による地球温暖化防止を図る国際的な取組が進められており、市民の生活
や企業の事業活動においても省エネやごみの減量化・資源化など、身近な取組を通じて、環境への負荷
を低減していくことが必要です。

 ・「ごみの分別化、リサイクル活動の推進」「公害のないまちづくり」の重要度が高く、こうした市民の環境
保全意識を行動につなげる取組が求められています。（市民アンケートより） 

主な課題と対策 

基 本 方 針 4

36　温室効果ガス：二酸化炭素、メタンなど人為的な活動によって大気中に放出され、地球温暖化の原因となっているもの。

41

■ 施 策 体 系 図

① ごみの分別化・減量化・資源化の推進施策 11 生活環境の保全 

② 安定的なごみ処理の推進

③ 地域ぐるみの生活環境の保全

施策 12 環境負荷の少ない地域づくり ① 地球環境にやさしい暮らし方の普及

② 身近な自然環境の保全

　市民や企業との協働により、ごみの減量化・資源化など生活に身近な取組を通じ、子どもから大人まで
環境保全意識の向上を図り、誰もが住み良い環境を守ります。 

まちづくりの方向性



基 本 方 針 ４

11 生 活 環 境の保 全

取 組 項目①
ごみの分 別 化・減 量 化・資 源 化の推 進

　ごみの分別収集を徹底するとともに、さらなる減量化・資源
化を図るなど循環型社会 37 を構築するための市民や事業者へ
の意識啓発を行います。 

取 組 項目② 安 定 的なごみ処 理の推 進

　広域連携による処理体制を通じ、市内から排出されたごみの
適正かつ安定的なごみ処理を実施します。  

取 組 項目③ 地 域ぐるみの生 活 環 境の保 全

　市民や関係機関等との連携により、松原市きれいなまちづく
り条例を推進し、まちの美化促進、不法投棄への監視体制等の
強化を図るとともに適正なし尿処理や浄化槽の維持管理の
促進、公害の発生防止等、生活環境の保全に努めます。 

42

37　循環型社会：有限の資源を効率的に利用・再利用することで、自然と社会が持続可能な形で循環していく社会。 

施 策
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12 環 境負荷の少ない地 域づくり

取 組 項目①
地 球 環 境にやさしい暮らし方の普 及

　温室効果ガス排出量の削減に向けた啓発活動や再生可能
エネルギー 38 の普及促進等により、市民の地球温暖化防止の
意識の向上を図り、地球環境にやさしい暮らし方を普及してい
きます。 

取 組 項目②身近な自然 環 境の保 全

　生活排水対策や河川の清掃等の啓発活動を通じて、子ども
から大人まで市民の身近な自然環境の保全の意識を高めます。 

43

38　再生可能エネルギー：太陽光・太陽熱、水力、風力、バイオマス、地熱など、資源の枯渇が無く、繰り返し利用可能なエネルギー。

施 策
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みんなで子育て家庭を支える
地域社会をつくります

・本市においても年度途中の待機児童が発生している中、幼児教育・保育の無償化により、保育ニーズが
さらに高まる可能性があるため、少子化も踏まえながら計画的な受け皿の確保が必要です。 

・子どもへの虐待や面前 DV 39 などが社会問題となっており、本市における相談件数も増加しているこ
とから、早期発見・早期対応が可能となる地域づくりが必要です。

・核家族化や少子化の影響により、子育て中の親が地域で孤立してしまうケースが見られることから、
相談体制や居場所づくりなどにより、在宅で子育てをしている親の孤立を防ぎ、社会からの疎外感
をやわらげる方策が必要です。 

・「保育所定員の拡充による待機児童ゼロ対策」「いざという時に子どもを預けられる保育サービス」など
に力を入れるべきという意見が多く、安心して預けることができる受け皿の確保が求められています。

（市民アンケートより） 

主な課題と対策 

基 本 方 針５

　地域の力を活用して、子育て中の親が悩みや不安を抱えることを減らすとともに、虐待へとつながる
ようなケースを未然に防ぐことにより、「ひとりで子育てをさせない」地域社会をつくります。 

① 地域と連携した子育て見守り体制の充実施策 13 子育て・子育ちの推進 

② 子育て環境の充実

③ 妊娠期からの支援の充実

施策 14 保育サービスの推進 ① ニーズに応じた保育の充実

② 子育てと仕事の両立支援

■ 施 策 体 系 図

45
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39　面前 DV：DV はドメスティックバイオレンスの略称で、配偶者間や恋人間での暴力のこと。面前ＤＶは子どもの前で配偶者等に暴力をふるっ 
　　　　　　   たり、暴言を吐いたりする行為。 

まちづくりの方向性
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基 本 方 針 5

13 子 育て・子 育ちの推 進

取 組 項目①
地 域と連 携した子 育て見 守り体 制の充 実

　ファミリーサポートセンター 40 や子育て支援協力員 41 等、
地域の人材を活用した子育て支援体制の充実を図るとともに、
養育支援家庭訪問や関係機関との連携による児童虐待の未然
防止や早期対応を図ります。 

取 組 項目② 子 育て環 境の充 実

　地域の子育て支援拠点等の居場所づくりや子育て支援部門
と母子保健部門の連携による相談支援体制の強化など、安心し
て子育てでき、子どもが健全に育つ環境づくりとともに、困難
を抱える子育て家庭への生活支援、学習支援、就業支援、経済
的支援や子どもの発達支援、子どもの居場所づくり等の充実を
図ります。また、障害のある子どもが地域で安心して支援を受
けられるよう体制の充実を図ります。 

40　ファミリーサポートセンター：子育ての手助けをしてほしい人（依頼会員）と、手助けをしたい人（援助会員）を結ぶ会員制のサービス。 
41　子育て支援協力員：地域で子育てに悩む保護者の身近な相談窓口役。 

施 策
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取 組 項目③ 妊 娠 期からの支 援の充 実

　子育て世代包括支援センター 42 を中心に、妊娠期から子育
て期の切れ目のない包括的な支援を行うとともに妊娠・出産に
関する相談業務や経済的支援等、安心して子どもを産み育てら
れる体制づくりに取り組みます。 

14 保 育サービスの推 進

取 組 項目①ニーズに応じた保 育の充 実

　保育所における待機児童ゼロの継続、定員内保育の確保を
図るなど、保育内容の充実と質的向上に取り組むとともに、
各種保育サービスの周知と適切な利用に向けた支援を行います。 

取 組 項目② 子 育てと仕 事の両 立 支 援

　幼児教育の充実と多様化する保育ニーズに柔軟に対応する
ため、認定こども園の整備と適切な運営を行うとともに、幼稚
園における預かり保育や、留守家庭児童会 43 における支援
体制の充実に取り組みます。 

42　子育て世代包括支援センター：妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を行う、ワンストップ型の相談窓口。
43　留守家庭児童会：日中保護者が家庭にいない小学生に対し、授業終了後に遊びや生活の場を与え、健全な育成を図る保育事業。学童保育。

施 策
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学校・保護者・地域の連携により
魅力ある教育環境をつくります

・確かな学力を培い、自尊感情 44 を育み、豊かな心を育成し、健やかな体を養う取組を進め、子ども
が予測困難な社会と向き合い人生を切り拓くことができる「生きる力」を育むため、新学習指導要領
に基づいた教育を展開することや、地域・保護者等と教育の目指すところを共有・連携しながら一体と
なって子どもの育成に関わる、いわゆる「社会に開かれた教育」の実現、子どもの貧困や不登校児童
生徒に対する学習支援の場の充実が必要です。

・個人の価値観やライフスタイルの変化、高齢化の進展等を背景として、生涯学習へのニーズが高まって
おり、誰もが学び続けられる機会や学習の成果を活用できる場の確保が必要です。

・「幼稚園や小中学校の学校教育」の重要度が高く、教育に対する期待が高いことから引き続き学校教育
の充実が求められています。（市民アンケートより）

主な課題と対策 

基 本 方 針６

　小中学校９カ年を見通し、子どもの学力を向上させ、豊かな心を育み、健やかな体を育成する取組を
進めるとともに、就学前教育との接続、連携を一層推進することで、「生きる力」を育む教育の充実を図り
ます。加えて、地域・保護者・学校が教育の目指すところを共有し、連携して子どもの育成に関わる体制
を充実させ、地域ぐるみの学校教育支援を進めるなど、特色ある教育を推進します。
　また、多様なニーズに応じて誰もが学び続けることができ、その成果を活用できる生涯学習を推進し
ます。

まちづくりの方向性

① 特色ある教育の充実施策 15 魅力ある学校園づくり 

② 地域ぐるみの学校支援

③ 幼児教育の充実

施策 16 青少年健全育成の推進 

④ 安心できる教育環境の確保・ISS の推進

⑤ 心の教育の充実

① 青少年を守り育てる地域づくり

施策 17 多様な生涯学習の推進 ① 生涯学習の充実

② 社会教育の充実

■ 施 策 体 系 図

44　自尊感情：自分には価値があり尊重されるべき存在であると思える感情のこと。



基
本
計
画

49

基
本
計
画

15 魅力ある学 校 園づくり

取 組 項目① 特 色ある教 育の充 実

　小中一貫教育による子どもの育ちの連続性を踏まえた指導
に取り組み、自ら学び自ら考える生きる力を育むとともに、
国際感覚を育む海外交流等により国際社会において活躍でき
る人材の育成、ICT 45 を活用した授業やプログラミング教育 46

等、特色ある教育の充実を図ります。 

取 組 項目② 地 域ぐるみの学 校 支 援

　大学生等のボランティアによる放課後やげんき塾 47 での
学習支援など、地域と一体となった総合的な教育活動の推進に
取り組むとともに、地域教育協議会での取組等を通じ、様々な
交流を促進するなど、教育コミュニティづくりを推進します。 

取 組 項目③ 幼 児 教 育の充 実

　生きる力の基礎を養い小学校教育との円滑な接続を図る
幼児教育の推進や幼保連携による教育・保育の質の向上に向
けた取組を実施します。 

45　ICT：情報伝達技術。 
46　プログラミング教育：コンピューターに意図した処理を行うよう指示することができるということを体験しながら、論理的な思考力を育むた

　　　　　　　　　   めの教育。
47　げんき塾：児童・生徒が主体的に自主学習でき、わからないところや教えてほしいところをサポートする事業。

施 策
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基 本 方 針 6

取 組 項目④
安 心できる教 育 環 境の確 保・ＩＳＳの推 進

　全小中学校におけるインターナショナルセーフスクール
（ISS）の取組や、安全でおいしい学校給食の提供、児童生徒
の安全面の確保や教育環境の改善のための学校施設の適切
な維持管理と老朽化対策を進めるとともに、障害のある児童
生徒や医療的ケアが必要となる児童生徒等のニーズに応じて
適切な指導、支援が行えるよう、各学校・園の体制の充実を
図ります。 

取 組 項目⑤ 心の教 育の充 実

　道徳の教科化等への対応を含めた子どもの心の育成に配
慮した教育活動や、スクールカウンセラー 48 やスクール
ソーシャルワーカー 49 等と各学校担当者との連携強化等、い
じめの未然防止、早期発見・対応、心のケア体制等の充実を
図ります。 

48　スクールカウンセラー：教育機関において主に児童・生徒の心理的な相談業務を行う専門職。 
49　スクールソーシャルワーカー：児童・生徒の日常生活や家庭環境による問題を、関係者などに働きかけ解決を図る社会福祉の専門職。
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取 組 項目② 社 会 教 育の充 実

　市民の社会教育ニーズに応えることができるよう、老朽化対
策による安全面の確保や各種機能の拡充により公民館、図書
館、文化会館等の施設の有効活用を図り、市民の読書環境の
充実や社会教育活動を促進します。 

16 青 少 年 健 全 育 成の推 進

取 組 項目① 青 少 年を守り育てる地 域づくり

　青少年健全育成に係る関係団体・学校・家庭・地域との連携の
もと、体験活動や社会参加の促進、青少年が健全に育つ環境づ
くりとともに、放課後や夏休みの子どもの居場所づくりや、ひき
こもり等の課題を抱えた青少年のためのセーフティネット 50 の
構築等、社会的自立に向け、一人ひとりの状態や状況に応じた
きめ細かな支援を行います。 

50　セーフティネット：網の目のようにきめ細やかに支援の網が張り巡らされた状態。 
51　まつばらテラス（輝）：高齢者の福祉の増進や介護予防の推進、子どもたちの育成と支援、生涯学習の充実を図るとともに、市民相互の交流を

　　　　　　　　　　　促進するため平成 29 年 1 月にオープンした施設。

施 策

17 多 様な生 涯 学習の推 進

取 組 項目① 生 涯 学習の充 実

　まつばらテラス（輝）51 等の学びや活動、交流の場において、
市民のニーズや各世代に応じた生涯学習講座の開催など、多様
な学習機会を創出するとともに、学習成果の活用に向けた取組
を推進します。 

施 策
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誰もが健やかに暮らすことができる
体制をつくります

・高齢化の進展により、介護にかかる費用や介護者の負担が大きくなっていることから、国では健康寿命
延伸や生活習慣病予防に力を入れており、誰もが生涯にわたって健康を維持していくため、健診
の受診勧奨によるがんや生活習慣病の予防・早期発見、健康教育などを通じた主体的な健康づくりや
介護予防の推進が必要です。 

・「休日急病診療や救急など医療の充実」「生活習慣病予防のための特定健診やがん検診の充実」などに力
を入れるべきという意見が多く、安心できる医療体制や、自ら取り組むことができる健康づくりなどが
求められています。（市民アンケートより）

主な課題と対策 

基 本 方 針７

　健康づくり・介護予防に対する市民の意識を高めるため、若い頃からの健康づくりや生活習慣病予防に
主体的に取り組むことができるよう、教育・啓発を強化するとともに、地域医療の推進を図ります。 

まちづくりの方向性

■ 施 策 体 系 図

① 市民主体の健康づくりの推進施策 18 健康づくり・介護予防の推進 

② 生活習慣病予防の推進

③ 介護予防の充実

施策 19 地域医療の推進 

④ 母子保健の推進

① 地域医療体制の充実

② 救急医療体制の推進
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18 健 康づくり・介 護 予 防の推 進

取 組 項目① 市 民 主 体の健 康づくりの推 進

　疾病予防や早期発見・早期治療に向けた健康診査や各種検診、
予防接種、健康教室、健康相談等を通じ、市民の主体的な
健康づくりにつなげるとともに、健康寿命の延伸につながる
ロコモティブシンドローム 52 やフレイル 53 の予防に取り組み
ます。また、うつ予防やストレス解消など、こころの健康づくり
の普及啓発を図ります。 

取 組 項目② 生 活習慣 病 予 防の推 進

　メタボリックシンドローム 54 の早期予防・改善に重点を置い
た特定健康診査・特定保健指導や、学校や地域における食育の
推進などによる食生活をはじめとした生活習慣の改善を通じ
た健康づくりを支援するとともに、がんに対する正しい知識を
持つためのがん教育を行います。 

取 組 項目③ 介 護 予 防の充 実

　高齢者の自立した生活の維持や健康寿命延伸のための介護
予防事業の充実とともに、高齢者等の地域住民の力を活用した
生活支援サービスの充実による地域での介護予防を支援する
体制づくりを行います。 

施 策

52　ロコモティブシンドローム：運動器の衰えが原因で移動機能が低下している状態。
53　フレイル：運動機能や認知機能等が低下し、慢性疾患の併存などにより心身の脆弱性が見られるが、適切な介入・支援により生活機能の維持

　　　　　　 向上が可能な状態。
54　メタボリックシンドローム：内臓脂肪が増え、生活習慣病や血管の病気になりやすくなっている状態。
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基 本 方 針 7

取 組 項目④ 母 子 保 健の推 進

　妊婦と乳幼児の健康診査、予防接種等の事業とともに、
妊娠・出産に関する相談業務や経済的支援等の制度の周知
と適切な利用促進を図ります。 

19 地 域 医 療の推 進

取 組 項目① 地 域 医 療 体 制の充 実

　かかりつけ医を持つことの普及、医師会との連携、身近な診
療所や病院のネットワークの強化により、市民の医療ニーズに
対応した質の高い地域医療の提供体制を構築するとともに、
かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局についても普及を図るな
ど、地域医療を支える体制の確保に取り組みます。 

取 組 項目② 救 急 医 療 体 制の推 進

　市民が安心して生活することができるよう、救急医療体制及
び小児休日急病診療体制を確保するとともに制度の周知を図
ります。

施 策
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福祉の充実により安心して暮らせる
地域をつくります

・ライフスタイルや価値観の多様化により、地域のつながりが希薄化しており、認知症など支援を必要と
する高齢者等の増加が見込まれる中、地域における福祉の担い手確保、育成や誰もが住み慣れた地域
での生活を継続できるよう、地域包括ケアシステム 55 の構築が必要です。 

・「高齢者福祉施設の整備や施策」「障害者自立支援施設の整備や施策」の重要度が高く、支援が必要に
なった時に安心して暮らすことができる環境づくりが求められています。（市民アンケートより） 

主な課題と対策 

基 本 方 針 8

　高齢者福祉だけでなく障害者福祉など、分野を超えたネットワークを構築することで、誰もが安心して
住み慣れた地域での暮らしを続けながら、必要な支援を受けることができるしくみをつくるとともに、
地域における支え合い、助け合いの担い手となる人づくりを行います。 

① 地域包括ケアシステムの充実施策 20 地域福祉の推進 

② 地域の支え合い、助け合いの促進

③ 生活困窮者への支援

施策 21 高齢者福祉の推進 

④ ひとり親家庭への支援

■ 施 策 体 系 図

施策 22 障害者福祉の推進 ① 障害者の就労支援の充実

② 障害福祉サービスの充実

③ 障害者の社会参加の促進

① 介護サービスの充実

② 高齢者の生きがいづくり

③ 認知症施策の促進

55

基
本
計
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まちづくりの方向性

55　地域包括ケアシステム：高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができるように、住まい・医療・介       
　　 　　　　　　　　　　 護・予防・生活支援を一体的に提供する体制。
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基 本 方 針 8

20 地 域 福 祉の推 進

取 組 項目① 地 域 包 括ケアシステムの充 実

　高齢者をはじめとして誰もが住み慣れた地域で安心して
暮らし続けられる地域共生社会の実現に向け、「地域包括ケア
システム」の深化を推進します。 

取 組 項目②
地 域の支え合い、助け合いの促 進

　民生委員・児童委員や自治会等の組織・団体による地域活動
や、地域住民の参加と協力による支え合い、助け合い活動を
推進するとともに、地域における各種行事や活動を通して市民
同士の交流を促し、地域での福祉コミュニティの形成を目指
します。 

取 組 項目③ 生 活 困 窮 者への支 援

　一人ひとりが抱える課題やニーズを把握し、相談機関や適切
なサービス、制度につなぐなど、生活全般にわたる包括的な
支援を推進するとともに、生活困窮者制度の周知と対象者把握
を行い、関係機関と連携し、生活保護制度との一体的な運用に
取り組みます。 

取 組 項目④ひとり親 家 庭への支 援

　支援を必要とする家庭を把握するとともに、相談支援や経済
支援、就労支援等の事業や制度の利用につなげ、生活の安定と
児童の健全な育成を支援し、ひとり親家庭の自立を促進します。 

施 策
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取組項目③認知症施策の促進

　増加が見込まれる認知症高齢者に対して、相談支援体制の
充実を図るとともに、認知症への理解を深めるための普及啓発
に取り組みます。 

56　地域包括支援センター：高齢者が要介護状態等となることを予防するとともに、介護が必要となった場合においても、可能な限り地域におい
　　　　　　　　　　　　て自立した日常生活を営むことができるように支援する機関。

57　シルバー人材センター：労働意欲をもつ高年齢者に対して、臨時的、短期的な仕事を提供する組織。

21 高齢者福祉の推進

取組項目①介護サービスの充実

　地域包括支援センター 56 を中心とした保健・医療・福祉に関
する相談・支援等の包括的かつ継続的な対応、多様な担い手に
よる介護予防や生活支援につながるサービスを提供するとと
もに、介護保険事業計画に基づく適切なサービス提供と施設
整備、介護保険運営の適正化を図ります。 

取組項目②高齢者の生きがいづくり

　高齢者の生きがいづくりや健康づくりのため、就業支援を
目的としたシルバー人材センター 57 の支援、老人クラブの
運営支援、まつばらテラス（輝）における多世代交流やイベント、
生涯学習講座、ボランティア活動等、高齢者の社会参加の促進
を図ります。 

施策
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基 本 方 針 8

22 障 害 者 福 祉の推 進

取 組 項目① 障 害 者の就 労 支 援の充 実

　障害者が地域で生活を行うために就労支援や日常生活上
必要な支援に取り組むとともに、関係機関との連携のもと、就労
に関する情報提供や事業者への啓発を行い、一人ひとりの希望
や能力、特性に応じた就労や職場への定着を支援します。 

取 組 項目② 障 害 福 祉サービスの充 実

　障害の状況やその年齢に応じて安定した地域生活を送ること
ができるよう、相談支援体制の充実や適切な障害福祉サービス
が利用できるしくみをつくります。 

取 組 項目③ 障 害 者の社 会 参 加の促 進

　障害者の地域移行や社会参加を促進するため、地域におけ
る支援体制の強化や相談支援事業の充実、障害者への啓発活
動を推進するとともに、市民の障害者への理解促進や障害者差
別解消法に基づく合理的配慮 58 の考え方の普及・啓発に取り
組みます。 

58　障害者差別解消法に基づく合理的配慮：障害者が社会生活を送る上で妨げとなる障壁を取り除くために、状況に応じて行われる配慮。 

施 策
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人権・共生意識の向上により
誰もが認め合う地域をつくります

・ セクハラ 59 、パワハラ 60 に代表されるハラスメント、夫婦やカップル間の DV、インターネット上での
人権侵害やヘイトスピーチ 61 、性的マイノリティ 62 への偏見・差別など人権問題が複雑化、多様化し
ている中、市民が正しい知識と理解を深めるためには多方面にわたる啓発が必要です。 

・「学校教育における人権教育の充実」などに力を入れるべきという意見が多く、若い頃からの人権意識
の啓発が求められています。（市民アンケートより） 

主な課題と対策 

基 本 方 針９ 

　複雑化、多様化する人権問題について、問題点や解決方策などの周知・啓発を強化することで、市民の
人権意識を高めます。 

① 人権教育・啓発の充実施策 23 人権尊重の推進 

② 人権擁護機能の充実

① 男女共同参画意識の向上施策 24 男女共同参画の推進

① 多文化共生の地域づくり

■ 施 策 体 系 図

施策 25 多文化共生の推進 

② 非核平和社会の実現

59

基
本
計
画

59　セクハラ：セクシュアルハラスメントの略称。性的な言動によるいやがらせ。 
60　パワハラ：パワーハラスメントの略称。社会的な地位の高い人による、権力や立場を利用したいやがらせ。 
61　ヘイトスピーチ：特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動のこと。 
62　性的マイノリティ：同性愛者、両性愛者、非性愛者、無性愛者、全性愛者、性別違和を持つ人など、性的少数者の総称。

まちづくりの方向性
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基 本 方 針 9

23 人 権 尊 重の推 進

取 組 項目① 人 権 教 育・啓 発の充 実

　情報化の進展に伴い大きな課題となっている SNS 63 による
人権侵害をはじめとし、地域や学校、職場において幅広い年齢
層への総合的な人権課題の理解を深める人権教育・啓発活動
を推進します。また、ゲートキーパー 64 の養成など、市民・
企業・NPO 65・地域等との連携・協働により、誰も自殺に追い
込まれることのない社会の実現に取り組みます。 

取 組 項目② 人 権 擁 護 機 能の充 実

　複雑化、多様化する人権課題へ対応するため、相談支援体制
の充実を図るとともに、DV や高齢者虐待等の被害者の安全
確保、自立した生活への支援等、必要な体制の整備を進めます。 

63　SNS：ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略称。Facebook や LINE などインターネットを通じて人と人をつなげるサービス。
64　ゲートキーパー：自殺につながる危険なサインに気づき、傾聴し、適切な相談機関へつなぎ見守ることができる人。 
65　NPO：営利を目的とせず、福祉・まちづくり・環境保全・国際交流・災害救援などの様々な社会貢献活動を行う民間組織。

施 策

24 男女 共同参 画の推 進

取 組 項目①男女 共同参 画 意 識の向 上

　市民が性別に関わりなく、個性と能力を発揮することがで
きる男女共同参画社会を実現するため、学校教育や生涯学習
の場での意識啓発や相談機能の充実、職場や地域社会等で
の女性の参画機会の充実や能力開発、学習機会の提供ととも
に、夫婦やパートナーとの間におけるあらゆる暴力の根絶に
向けた啓発を推進します。 

施 策
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66　多文化共生：国籍・民族・文化などの違いを認めながら対等な関係を築き、共に生きていくこと。 

25 多 文 化 共 生 66の推 進

取 組 項目① 多 文 化 共 生の地 域づくり

　国際理解を深めるための学校や地域における教育、各種
交流イベント等を実施するとともに、多様な言語の通訳・翻訳
ボランティアの育成・確保に取り組むなど、外国籍の市民が
生活しやすい環境づくりを進めます。 

取 組 項目② 非 核 平 和 社 会の実 現

　非核平和宣言都市として、恒久平和の理念に基づき、「核兵器
のない平和な社会」の実現に向け、非核平和展の開催をはじめ、
次の世代へ戦争の悲惨さや平和の尊さを伝えるための継続的
な取組を進めます。 

施 策
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3まちづくりの柱

魅力を発信し、
市民と共に進める
まちづくり
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多様な魅力をつくり、効果的に発信することで 
行ってみたい・住んでみたい・

暮らし続けたい地域をつくります

基 本 方 針  1 0  

・全国的に移住・定住の促進や交流人口の増加に向けた地域活性化により、まちの魅力を向上させ、
発信する取組が進められており、20 ～ 30 歳代の転出超過者数が多い本市でも、地域特性を捉えた
ブランド化などによりさらなるまちの魅力を生み出し、効果的に発信する取組が必要です。 

・近年、地域の文化や生活を体験する「着地型・体験型」観光 67 が注目されています。本市においても、
観光協会をはじめとする関係団体等との連携により歴史・文化の魅力を活かした「着地型・体験型」
観光を展開することにより、集客につなげることが必要です。

・ 松原市に住み続けたいと思う理由は「住み慣れていて愛着がある」と回答した人の割合が最も高く
なっており、定住促進を図るためには、まちへの愛着や誇りを高める取組が必要です。（市民アンケー
トより） 

主な課題と対策 

① 移住・定住支援の充実施策 26 移住・定住対策の推進

① 松原ブランドの確立

② 観光資源の掘り起こしと有効活用

施策 27 まちの魅力の創造・発信

施策 28 歴史・文化の保全・活用 

施策 29 スポーツの振興 

③ まちへの愛着醸成

④ 魅力の向上と効果的な発信

① 文化財の保全と活用

② 文化芸術活動の促進

① 生涯スポーツへの支援

② 競技スポーツへの支援

■ 施 策 体 系 図
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　雇用の確保や子育て支援の充実などによる定住魅力、観光振興による来訪魅力、歴史・文化、スポーツ
などを通じた多様な魅力を高め、市内外に効果的に発信する戦略的な PR を行うことでまちの活力の向上
を図り、新たな人の流れをつくり移住・定住につなげます。 

まちづくりの方向性

67　「着地型・体験型」観光：旅行者を受け入れる地域が創意工夫し、観光客に対する旅行プランや体験プログラムを企画・運営すること。
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基 本 方 針 10

26 移 住・定 住 対 策の推 進

取 組 項目① 移 住・定 住 支 援の充 実

　移住・定住を促進する住環境の整備、子育て環境の充実、
雇用の創出、移住者支援など、各分野の連携を強化するととも
に、住まいや仕事、子育てに関する情報発信の充実を図ること
で、移住・定住支援に関する施策を総合的に推進します。 

68　ふるさと納税：応援したい自治体に寄附ができ、寄附金が所得税・住民税の控除の対象となる制度。

施 策

27 まちの魅力の創 造・発 信

取 組 項目① 松 原ブランドの確 立

　松原ブランド研究会など産学官の連携や関係機関との協働に
より、居住環境や子育て環境、産業、観光、歴史・文化、スポーツ
等、様々な分野における本市の魅力の再発見や新たな魅力創出
とともに、市内外に魅力を発信するための PR やふるさと納税 68

の促進など、松原ブランドを活かした取組を推進します。 

施 策
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取組項目②観光資源の掘り起こしと有効活用

　神社仏閣、史跡や日本遺産竹内街道をはじめとする歴史街道
の整備やにぎわいづくりなどの歴史・文化の魅力や、地場産業、
特産品、特色ある施設等の観光魅力を市民や観光協会をはじめ
とする関係団体、民間事業者との協働により掘り起こし、本市
ならではの観光スタイルの確立を目指すとともに、南河内をは
じめとした周辺自治体との連携のもと広域による観光ルートづ
くりや観光客の誘致活動の展開、多言語対応による国内外から
の幅広い誘客を図ります。 

取 組 項目④ 魅力の向 上と効 果 的な発 信

　松原市観光親善大使や松原市ドリームアンバサダーの活動、
市民や学生による情報発信を含め、多様な媒体を活用した戦略
的な PR を行い、松原の知名度やイメージの向上を図るととも
に、友好都市協定を締結している台北市文山区との交流や英語
圏における交流の拡大を図ります。 

取 組 項目③まちへの愛 着 醸 成

　地域資源や地域特性を活かした交流や学びの機会等、市民
や学生、松原市で働いている人がまちの魅力を再発見するきっ
かけや機会の充実を図り、市民一人ひとりの郷土への誇りと愛着
を深め、定住者や U ターン者 69 の増加を図ります。 

69　Ｕターン者：進学や就職を機に市外へ移住した後、自分の生まれ育った地域に再び移住すること。
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基 本 方 針 10

2628 歴 史・文 化の保 全・活用

取 組 項目① 文 化 財の保 全と活用

　地域の歴史や伝統文化への理解を深め、市民文化の向上と
発展を図るため、文化財の調査、文化財の指定等、市民と共に
保全に取り組むとともに、史跡や日本遺産竹内街道をはじめと
する歴史街道等に関する情報発信を強化しながら、有効活
用を図ります。 

取 組 項目② 文 化 芸 術 活 動の促 進

　市民が文化芸術にふれる機会の充実を図るとともに、地域に
根ざした文化芸術団体等の活動を支援し、市民主体の文化芸術
活動のさらなる活性化を図ります。 

施 策



67

基
本
計
画

基
本
計
画

29 スポーツの振 興

取 組 項目① 生 涯スポーツへの支 援

　スポーツ施設の適正かつ効率的な維持管理や整備等、スポーツ
環境の充実とともに、市民運動会やマラソン大会の運営支援、
スポーツ教室の開催等、世代間交流や介護予防につなげる
ほか、スポーツを観る機会の提供等、スポーツの魅力を活かし、
多くの人がスポーツに楽しむ機会をつくります。 

取 組 項目② 競 技スポーツへの支 援

　各種競技団体の活動支援や大会参加者の支援により、競技
スポーツの振興を図ります。 

施 策



市民参画を促し協働により
地域のつながりをつくります

基 本 方 針  1 1

・地域の課題が多様化・複雑化する中で、地域コミュニティや市民と行政の協働による取組の重要性
が高まっており、幅広い地域の担い手の育成が必要です。

・本市では地域における各種イベントの担い手が年々減少し、地域団体主導での開催が困難な状況も
みられるとともに、町会等や老人クラブの加入率も低下傾向となっており、地域コミュニティ活動を
担う組織として、各種団体への加入促進や活動の活性化に向けた支援が必要です。 

・「協働」の推進に力を入れるべきという意見が多いものの、地域活動に参加していると回答した人は
少なく、活動のきっかけづくりや仲間づくりが必要です。（市民アンケートより） 

主な課題と対策 

① 協働のしくみづくり施策 30 市民協働の推進 

② 協働を担う人材育成

① 地域コミュニティ活動の促進施策 31 地域コミュニティの活性化 

② セーフコミュニティ活動の促進

■ 施 策 体 系 図

68

　地域の情報や課題を共有して問題点を一緒に考える機会や楽しみながら参加できるイベント、協働に
よるつながりを生きがいとして感じてもらえる工夫など、地域コミュニティ活動に、より幅広い世代に
参加してもらえるしくみづくりを行います。 

まちづくりの方向性



地 域コミュニティの活 性 化

取 組 項目① 地 域コミュニティ活 動の促 進

　地域コミュニティの機能強化や活動促進に向けた情報共有
や活動支援とともに、町会等への加入促進等、地域コミュニ
ティ活動の振興を図ります。 
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　市民への広報や出前講座 70 の実施など、セーフコミュニ
ティ活動の意義やその参加方法について周知・啓発するなど、
市民を巻き込んだ活動の推進や活動の評価・検証に基づく活動
成果の見える化とともに、６つ
のセーフコミュニティ対策委
員会を中心に、地域と協働で
安心・安全なまちづくりを進
めます。 

30 市 民 協 働の推 進

取 組 項目① 協 働のしくみづくり

　地域の課題について考える機会の創出等、協働のきっかけづ
くりとともに地域活動を行う組織の活動支援を行います。 

取 組 項目② 協 働を担う人 材 育 成

　町会等の地縁団体やＮＰО・ボランティア団体、学校、企業
等、幅広い世代、多様な主体による協働を通じ、次世代の担い
手の育成・確保に努めます。 

70　出前講座：市民の学習意欲に応え、市の職員が市の取組等について、地域に出向いて説明する事業。

施 策

31施 策

取 組 項目②セーフコミュニティ活 動の促 進



安定的な行財政運営の
しくみをつくります

基 本 方 針  1 2

・公共施設やインフラなどの更新時期を迎え、財政的な負担が大きくなることが予測されており、今後の
人口減少を踏まえると歳入の急増が見込めないことから、公共施設等の安心・安全を図るため、予防保全
による長寿命化や計画的な更新が必要です。

・「事務・事業を見直し、必要に応じて統合あるいは廃止する」ことに力を入れるべきという意見が多く、
選択と集中による適切な行財政運営に向けた合理化や経費節減が必要です。（市民アンケートより）

主な課題と対策 

70

① 財政健全化に向けた取組の充実施策 32 計画的な財政運営の推進 

② 財産管理の充実

① 行政サービスの質の向上施策 33 適切な行政運営の推進 

■ 施 策 体 系 図

　市民ニーズに応じた新たな施策展開のため、既存事業の見直し、縮小または廃止を行うとともに、公共
施設・インフラについて、管理費用や採算性を考慮しつつ、維持・更新だけでなく、解体や売却を模索する
など、財政負担の軽減を図ります。 

まちづくりの方向性



適 切な行 政 運 営の推 進

取 組 項目① 行 政サービスの質の向 上

　事務事業を評価・検証等することにより改善を図り、行政
サービスの電子化や ICT の利活用、民間活力の導入等、行政
サービスの質の向上、行政事務の効率化とともに、政策形成過
程から行政情報を市民に積極的に公開・発信できるよう、効果
的な情報発信力の強化を図ります。 
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32 計 画 的な財 政 運 営の推 進

取 組 項目①
財 政 健 全 化に向けた取 組の充 実

　持続性のある安定した財政基盤を築くため、既存事業を見直
し、縮小や廃止を行うとともに、市債権 71 の徴収対策の強化や
受益者負担 72 の適正化などの取組を進めることで、将来へ向
けた財政管理及び計画的な財政運営を行います。 

取 組 項目② 財 産 管 理の充 実

　公共施設の安心・安全を図るため、予防保全による長寿命化
や既存施設の有効活用を図り、費用対効果を考慮して施設の
更新を行います。 

施 策

33施 策

71　市債権：市税、国民健康保険料、介護保険料、行政財産使用料など。
72　受益者負担：サービスなどの利益を受けるもの（受益者）が相応の経費を負担すること。 



資料編
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策 定の取 組 経 過

12 月４日

12 月７日～ 12 月25日

12 月13日～１月４日

12 月15日～ 12 月25日

１月４日

１月10日

１月11日

１月15日

１月16日

１月18日

１月24日

１月31日

２月２日

２月８日～３月9日

３月12日

3 月20日

第１回総合計画策定委員会

中学生アンケート調査の実施
（調査対象：3,089 人　回収率 93.2％）

市民アンケート調査の実施
（調査対象：3,000 人　回収率 42.2％）

職員アンケート調査の実施
（調査対象：853 人　回収率 97.1％）

第２回総合計画策定委員会

第３回総合計画策定委員会

第１回総合計画策定委員会専門部会

第４回総合計画策定委員会

第２回総合計画策定委員会専門部会

第５回総合計画策定委員会

第６回総合計画策定委員会

第７回総合計画策定委員会

第８回総合計画策定委員会

基本構想パブリックコメントの実施

第９回総合計画策定委員会

第１回松原市基本構想特別委員会

平成 29 年

平成 30 年

平
成
29
年
度
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平成 30 年

平成 31 年

第２回松原市基本構想特別委員会

第 10 回総合計画策定委員会

第３回松原市基本構想特別委員会

関係団体ヒアリングの実施

第４回松原市基本構想特別委員会

第５回松原市基本構想特別委員会

第６回松原市基本構想特別委員会

第７回松原市基本構想特別委員会

市議会において基本構想案を議決

第 11 回総合計画策定委員会

第３回総合計画策定委員会専門部会

第４回総合計画策定委員会専門部会
（各部会ごと開催）

第 12 回総合計画策定委員会

第１回第５次総合計画基本計画審議会（諮問）

第２回第５次総合計画基本計画審議会

第３回第５次総合計画基本計画審議会

第４回第５次総合計画基本計画審議会

基本計画パブリックコメントの実施

第５回第５次総合計画基本計画審議会

第６回第５次総合計画基本計画審議会（答申）

４月９日

４月17日

４月19日

４月～６月

５月７日

５月14日

５月28日

６月25日

６月28日

７月30日

８月17日

８月下旬

11月20日

12 月21日

１月15日

１月19日

１月30日

２月12日～３月13日

３月16日

３月25日

平
成
30
年
度
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松 原 市 基 本 計 画 審 議 会 規 則

昭和 46 年７月 10 日

規則第 18 号

（目的）

第１条　この規則は、執行機関の附属機関設置条例（昭和 40 年条例第 20 号）第２条の規定に基づき、松

　原市基本計画審議会（以下「審議会」という。）の組織、運営その他審議会について必要な事項を定める

　ものとする。

（任務）

第２条　審議会は、市長の諮問に応じて松原市基本計画に関する事項を審議する。

（組織）

第３条　審議会は、委員 21 人以内で組織する。

２　委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

　（ 1 ）　市議会議員

　（ 2 ）　学識経験を有する者

　（ 3 ）　市民

（任期）

第４条　委員の任期は、基本計画策定の審議に関する事務が終了するまでとする。

（会長及び副会長）

第５条　審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

２　会長は、会務を総理する。

３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

（会議）

第６条　審議会は、会長が招集し、その議長となる。

２　審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

３　審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（関係人の出席）

第７条　審議会は、その所掌事務の遂行に必要があると認めるときは、関係人の出席を求めて、その意見

　又は説明を聴くことができる。

（公印）

第８条　会長の公印を次のように定める。

  

（庶務）

第９条　審議会の庶務は、市長公室企画政策課において行う。

（委任）

第 10 条　この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

（以下略）

書体　てん書

寸法　方 24 ミリメートル
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松 原 市 基 本 計 画 審 議 会 委員名 簿

（五十音順）

◎会長、○副会長

氏　名 団体名等

　青木　陽平 公募市民

○石﨑　勇 松原市町会連合会　会長

　和泉　大樹 阪南大学　国際観光学部　准教授

　市岡　大輔 松原青年会議所　筆頭副理事長

　上野　憲司 松原市医師会　会長

　岡山　敏哉 大阪工業大学　工学部　教授

　岸上　博善 松原防犯協議会　会長

　河本　晋一 市議会議員

　小林　常男 松原市スポーツ推進委員協議会　会長

　小林　敏夫 松原市消防団　団長

　堤　實 松原市社会福祉協議会　会長

　中田　靖人 市議会議員

　西田　孝司 松原市社会教育委員　委員長

　布内　四郎 松原市農業委員会　会長

　平野　良子 市議会議員

◎平山　弘 阪南大学　流通学部　教授

　福嶋　光広 市議会議員

　前田　正人 松原市地域教育協議会　会長

　山岸　美佐 公募市民

　吉村　盛善 松原商工会議所　会頭

　依田　眞美子 市議会議員

資
料
編
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松 企 第 ３ ７ ５ 号

平成３０年１２月２１日

松原市基本計画審議会

会長 平山 弘 殿

松原市長 澤井 宏文

松原市第５次総合計画基本計画（案）について（諮問）

松原市基本計画審議会規則第２条に基づき、松原市第５次総合計画基本計画（案）

について貴審議会の意見を求めます。

諮 問
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平成３１年３月２５日 
 
松原市長 澤井 宏文 様 
 

松原市基本計画審議会 
会 長 平山 弘 

 
 

松原市第５次総合計画基本計画（案）について（答申） 
 
 

平成３０年１２月２１日付け松企第３７５号で諮問のあった松原市第５次総

合計画基本計画（案）について、市民の視点及び専門的な見地から、慎重かつ

活発に審議を行い、別添の通り審議会案としてとりまとめましたので、ここに

答申いたします。 
 
 

答申

資
料
編
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